
ご入学おめでとうございます！ 
 所定の申請書にお子様の保険証の写しを

添付してご提出ください。 

申請期限は１年間(年度末まで)です。 

 

組合事務所閉所について 
下記日程で、事務所を閉めさせていただきます。 

7月 25日（金）一日 全都全書記決起集会 

8月 1日(金)午後 書記局会議 

8月 12日（火）～15日（金）夏季休業 

※ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力

下さいます様何卒よろしくお願いいたします。 

組合へ相談を！特に仕事関係・労使関係 
税金関係・請負代金の不払い関係・労働相談・

労使間トラブル・ハラスメント関係・法律相談・

生活相談などなど。 

本部の各専門部署、顧問弁護士、税理士、社労

士など、専門家に相談もしながら、相談してくれ

た仲間に寄り添う対応を丁寧に行っています。 

この取り組みは、脱退防止にも、組織拡大にも、

建設現場改善など各種運動への理解を深める取

り組みにも、組織強化にもつながっています。 

各群・分会では、引き続き、「組合へ相談を」

声掛け対話を広げて下さい。 

☆東京土建は、良好な労使関係(事業主・労働者)

づくりをめざし、双方の相談を受けて、ベターな

方向性を一緒に見い出すお手伝いをしています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症対策が事業主に罰則付きで義務化 
6月 1日改正労働安全衛生規則施行により、

職場における熱中症対策（周知・担当者選定・

作業からの離脱や有症状者の措置等）が事業主

に義務化されました。罰則（6カ月以下の懲役

または 50万円以下の罰金）もあります。【対象

となる作業】は、暑さ指数 WBGT28以上又は気温

31度以上の環境下で連続 1時間以上又は 1日 4

時間を超える作業です。東京土建では、「熱中

症対策」特別教育の開催、ミドリ安全のクール

ファンベストと熱中症対策レス急隊（グッズの

セット）を組合員特別価格であっ旋販売。 

群会議の話題 
無料法律相談会 13：30～16：00（1枠 30分） 

申込みは組合まで ℡０３（３３６２）２１６１ 

7 月 22 日（火） ／ 8 月はお休みです 

労働相談・労使関係相談など各種相談対応

を行っていますので、いつでもご相談下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３話でご予約下さい。 

No431 号（2025 年 7 月 10 日）  東京土建新宿支部 

参議院議員選挙に行こう！東京土建 8つ

の国政要求で仲間へ呼び掛けよう 
東京土建本部作成動画をご覧下さい→ 

仲間の仕事と暮らしに関わる「東京 

土建の国政要求」を各分会・群で議論 

し、各候補者の政策をよく比較して、組合員と家

族が漏れなく「選挙に行こう！」と呼び掛けてい

きましょう。選挙は議会制民主主義の根幹であ

り、投票は義務ではなく権利です。各政党会派・

候補者の政策をみて、区民・建設従事者の生活と

仕事に寄り添い、願いを叶える候補者を国会に送

り出しましょう。 

[期日前投票の期間・時間]7月 4日(金)～7月 19

日(土)8:30～20:00 ※選挙ハガキ無しで可能 

[場所]区役所本庁舎及び各地域の区の出張所 

各政党会派・候補者の政策は機関紙「けんせつ」

6月 1日号に、東京土建 8つの国政要求項目は機

関紙「しんじゅく」7月 10日号をご覧ください。 

 

【厚生年金算定基礎届受付】  
［日程］7月 15日(火)・16日(水)・17日(木) 

［時間］10：00～12：00と 13：00～15：00 

厚生年金の事務を組合へ委託されている事

業所へ、個別に案内を送付しています。 

★事務委託の無い事業所は、算定基礎届（提出

後収受印あり）または、後日届く決定通知書を、

支部へ FAX（03-3362-2289）をお送り下さい。 

★年金事務所の総合調査の連絡があった場合

は、事務委託の有無に関わらず、事前対策のた

め支部へご相談ください。 

土建国保と仲間の健康を守る運動の強化 
厚生労働省への予算要求はがきにご協力下さい。 

1人はがき4枚1シートを目標に取り組みます。 

6月～7月で厚労省あて、8月～9月で東京都あ

て、10月～11月で財務省あてです。 

2025年度は法人事業所の業種確認にご協力をい

ただく年となっています。前回は 2022年でした。 

対象事業所へ個別にお願い書面をお送りします。 

 
本部事業所セミナー 外国人労働者 
［日時］7月 30日(水)19：00～20：30 

［場所］けんせつプラザ東京 5階（ZOOM併用） 

［テーマ］育成就労新制度について 

［講師］北村博昭 特定社会保険労務士 


